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過
疎
地
寺
院
対
策
に
つ
い
て
の
考
察

（
日
蓮
宗
現
代
宗
教
研
究
所
研
究
員
）

小

寺

成

文

１
、
過
疎
地
の
要
件

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
法

一
二
・
四
・
一

二
二
・
三
・
三
一

一
、
一
七
一
自
治
体

《
目
的
》
人
口
の
著
し
い
減
少
に
伴
っ
て
地
域
社
会
に
お
け
る
活
力
が
低
下
し
、
生
産
機
能
及
び
生
活
環
境
の
整
備
等
が
他
の
地
域
に
比

較
し
て
低
位
に
あ
る
地
域
に
つ
い
て
、
特
別
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
こ
れ
ら
の
地
域
の
自
立
促
進
を
図
る
。

《
要
件
》
人
口
減
少
率
三
十
％
以
上
（

七
／

三
五
）

人
口
減
少
率
二
十
五
％
以
上
（

七
／

三
五
）
で
高
齢
者
率
二
十
四
％
以
上

人
口
減
少
率
二
十
五
％
以
上
（

七
／

三
五
）
で
若
年
率
十
五
％
以
下

２
、
追
跡
調
査
に
か
え
て

以
前
の
現
宗
研
に
よ
る
実
態
調
査
地
は
、
十
地
域
に
及
ぶ
。
今
日
は
現
地
へ
出
向
い
て
同
じ
よ
う
に
追
跡
調
査
を
す
る
こ
と
が
困
難
で

あ
る
の
で
、
現
在
の
人
口
・
寺
院
数
に
つ
い
て
調
査
。
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!北海道（利尻・礼文）
代務寺／寺院数Ｈ!"年人口Ｓ!!年人口Ｓ!"年人口町 名

!／!!"#!$人!"#$%人!"#"$%人利尻富士町
!／!!"#$%人!"##$人!"#$%人礼 文 町

!北海道（十勝・網走支庁）
十勝支庁

代務寺／寺院数Ｈ!"年人口Ｓ!!年人口Ｓ!"年人口町 名
!／!!"#$$人!"#$%人!"#$%&人大 樹 町
!／!!"#$%人!!"#!$人!"#$%"人広 尾 町
!／!!"#$%人!!"#$%人!"#$%&人池 田 町
!／!!"#"$!人!"#$%"人!"#$!%人本 別 町
!／!!"!#$人!"#$$%人!"#$%&人足 寄 町
!／!!"##$人!"##$人!"#$%人陸 別 町

網走支庁
代務寺／寺院数Ｈ!"年人口Ｓ!!年人口Ｓ!"年人口町 名

!／!!"#$$人!"##$人!"#$%人女 満 別 町
!／!!"#$%人!"#$%人!"#$%$人津 別 町
!／!!"#$!人!"#$%人!!"#!$人小 清 水 町
!／!!"#$%人!"#$%$人!"#"$%人留 辺 蘂 町
!／!!"!!!人!"###人!"#$%$人佐 呂 間 町
!／!!"#$#人!"#$#人!"#$%人生 田 原 町
!／!!"##$人!"#$%人!"#$!%人雄 武 町

!秋田県
人口前年比代務寺／寺院数Ｈ!"年人口市　　　名
－!"#!％!／!!"#$%&人横　手　市

代務寺／寺院数Ｈ!"年人口Ｓ!!年人口Ｓ!"年人口町 名
!／!!"!!#人!"#$!人!!"##$人阿 仁 町
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!新潟県
代務寺／寺院数Ｈ!"年人口Ｓ!!年人口Ｓ!"年人口町 名

!／!!"#$%&人!"#!$%人!"#"$!人両 津 市
!／!!"##!人!"#$"!人!"#$%&人相 川 町
!／!!"##$人!"#$%人!"#$#人新 穂 村
!／!!"#$%人!"#$$人!"#$%人畑 野 町
!／!!"#$%人!"#!#人!"#$%人真 野 町
!／!!"#$#人!"#$%人!"#$%人小 木 町

!千葉県
前年人口比代務寺／寺院数Ｈ!"年人口町　　　名
－!"#!％!／!"!"#$%&人多　古　町
!"#!％!／!"!"#$%!人大網白里町
－!"#!％!!／!"!"##$人長　柄　町
!"##％!／９!"#$%$人長　生　村

長柄町・長生村は合併予定

!山梨県
代務寺／寺院数Ｈ!"年人口Ｓ!!年人口Ｓ!"年人口町 名

!!／!"!"#$%人!"##$人!"#$%&人早 川 町
!／４!"!#$人!"!#$人!"#$"%人下 部 町
!"／!!!"!##人!"#$#人!"#$%人中 富 町
!／!"!"#$%人!"#$%人!"#$%&人身 延 町

・富沢町はＨ!"・３・１南部町と合併
・下部・中富・身延は合併予定
・早川は単独

!福井県
代務寺／寺院数Ｈ!"年人口Ｓ!!年人口Ｓ!"年人口町 名

!／!!"#$%人!"#!$人!"#!!人今 庄 町
　／!!"#$%人!"#!$人!"#$%人名 田 庄 村

!京都府
代務寺／寺院数Ｈ!"年人口Ｓ!!年人口Ｓ!"年人口町 名

!／!!"##$人!"#$%人!"#$%人伊 根 町
!／!!!"#$%人!"#!$%人!"#$!%人久 美 浜 町
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人口前年比代務寺／寺院数Ｈ!"年人口市　　　名
－!"#!％!／!!"#$%&人宮　津　市

!新潟県
代務寺／寺院数Ｈ!"年人口Ｓ!!年人口Ｓ!"年人口市 町 名

!／!!!"#$%人!"#$%&人!"#$%%人大 田 市
!／!!"#$%人!"#!$人!"#$%%人横 田 町

!島年県・隠岐島
代務寺／寺院数Ｈ!"年人口Ｓ!!年人口Ｓ!"年人口町 名

!／!!"#!$%人!"#$%"人!"#$!$人西 郷 町
!／!!"#$!人!"#!$人!"#!$人海 士 町
!／!!"#人!"#$%人!"##$人知 夫 村
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現
宗
研
に
よ
る
実
態
調
査
地
は
十
地
域
に
及
ぶ
が
、
調
査
報
告
に
対
す
る
反
響
に
伴
っ
て
順
次
要
請
さ
れ
て
選
定
さ
れ
た
も
の
で
、
過

疎
指
定
地
域
以
外
も
含
ま
れ
て
い
る
。
何
ら
か
の
支
援
策
を
講
じ
る
た
め
に
は
、
過
疎
指
定
地
域
と
人
口
に
対
し
寺
院
過
密
地
域
（
千

葉
・
山
梨
県
等
）
を
調
査
し
て
明
確
な
選
定
要
件
が
必
要
と
思
わ
れ
る
。
支
援
を
行
う
場
合
に
要
件
が
不
明
瞭
で
は
障
害
に
な
る
可
能
性

が
あ
る
。

３
、
今
後
の
調
査
の
可
能
性
に
つ
い
て

合
寺
実
施
寺
院
に
つ
い
て
の
ア
ン
ケ
ー
ト

平
成
八
年
二
月
二
十
九
日
過
疎
地
寺
院
対
策
懇
談
会
よ
り
宗
教
総
長
宛
に
、
統
廃
合
を
進
め
る
こ
と
で
実
質
的
な
法
城
と
し
て
の
寺
院

を
目
指
す
べ
き
で
あ
る
と
の
提
言
が
な
さ
れ
た
。
そ
の
際
廃
寺
と
な
る
寺
院
に
配
慮
し
て
、
新
し
く
山
号
寺
号
を
設
定
、
歴
史
的
な
物
や

制
度
を
残
す
、
更
に
は
統
廃
合
と
云
う
言
葉
を
や
め
て
合
寺
と
す
る
こ
と
も
提
案
さ
れ
た
。

平
成
六
年
度
以
降
十
五
年
二
月
迄
、
宗
門
で
把
握
し
て
い
る
合
寺
事
例
が
十
七
件
あ
り
、
今
回
そ
れ
ら
の
寺
院
に
合
寺
に
至
る
ア
ン

ケ
ー
ト
を
実
施
。

別
紙
表
照

こ
の
結
果
を
取
り
ま
と
め
今
後
合
寺
を
希
望
す
る
寺
院
の
参
考
と
す
る
。

過
疎
地
寺
院
・
寺
院
過
密
地
区
寺
院
へ
合
寺
希
望
調
査

昭
和
五
十
九
年
の
宗
教
調
査
に
よ
る
と
過
疎
地
寺
院
六
百
三
十
九
ヶ
寺
が
存
在
。
う
ち
、
九
州
教
区
九
十
四
ヶ
寺
（
平
成
十
二
年
版
寺

院
名
簿
に
よ
る
と
九
十
三
ヶ
寺
）。
ほ
と
ん
ど
実
数
は
変
化
無
い
と
思
わ
れ
こ
れ
ら
の
寺
院
と
、
寺
院
過
密
地
区
寺
院
へ
調
査
。

宗
務
所
経
由
で
上
記
寺
院
に
対
し
、
合
寺
の
可
能
性
も
含
め
住
職
・
後
継
者
・
総
代
・
青
年
檀
信
徒
等
に
よ
る
今
後
の
寺
院
活
動
・
運
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営
に
つ
い
て
の
話
し
合
い
を
提
案
。
こ
れ
に
よ
り
過
疎
地
現
場
の
声
も
報
告
さ
れ
宗
門
と
し
て
の
支
援
取
り
組
み
の
参
考
に
な
る
。

合
寺
を
希
望
す
る
所
に
は

で
の
ア
ン
ケ
ー
ト
集
計
結
果
を
参
考
に
し
て
、
宗
門
が
全
面
的
に
指
導
す
る
。
法
縁
等
の
問
題
が
考
え
ら

れ
る
た
め
、
話
し
合
い
に
管
区
の
宗
務
所
長
や
有
識
者
を
交
え
る
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
調
査
は
全
対
象
寺
院
に
行
う
が
、
対
応
は
当

然
な
が
ら
返
答
や
希
望
の
意
思
表
示
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
限
ら
れ
る
。

不
活
動
寺
院
の
把
握

【
宗
教
法
人
法
】

第
八
十
一
条

裁
判
所
は
、
宗
務
法
人
に
つ
い
て
左
の
各
号
の
ひ
と
つ
に
該
当
す
る
事
由
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
所
轄
庁
、
利
害

関
係
人
若
し
く
は
検
察
官
の
請
求
に
よ
り
又
は
職
権
で
そ
の
解
散
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

法
令
に
違
反
し
て
著
し
く
公
共
の
福
祉
を
害
す
る
と
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
行
為
を
し
た
こ
と
。

宗
教
団
体
の
目
的
を
著
し
く
逸
脱
し
た
行
為
を
し
た
こ
と
又
は
一
年
以
上
に
わ
た
っ
て
そ
の
目
的
の
た
め
の
行
為
を
し
な
い
こ

と
。宗

教
法
人
が
礼
拝
の
施
設
が
消
滅
し
や
む
を
得
な
い
事
由
が
無
い
の
に
そ
の
滅
後
二
年
以
上
に
わ
た
っ
て
そ
の
施
設
を
備
え
な
い

こ
と
。

一
年
以
上
に
わ
た
っ
て
代
表
役
員
及
び
そ
の
代
務
者
を
欠
い
て
い
る
こ
と
。

平
成
十
年
に
「
欠
員
寺
院
」「
平
成
元
年
以
降
代
務
申
請
を
し
て
い
な
い
寺
院
」
百
六
十
一
ヶ
寺
を
抽
出
し
て
実
態
調
査
が
行
わ
れ
報
告

さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
住
職
・
代
務
者
が
い
て
も
堂
宇
や
庫
裏
が
な
い
寺
院
が
あ
る
。
宗
門
で
は
宗
費
が
納
入
さ
れ
れ
ば
宗
教
活
動
が
行
わ
れ
て
い

る
か
ど
う
か
の
実
態
が
つ
か
み
に
く
い
現
状
が
あ
り
、
そ
の
実
態
を
調
査
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
該
当
寺
院
は
本
宗
寺
院
が
無
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い
地
域
若
し
く
は
人
口
に
対
し
寺
院
が
少
な
い
地
域
に
積
極
的
に
移
転
を
勧
め
、
宗
門
よ
り
教
師
を
派
遣
し
未
信
徒
教
化
を
図
る
（
調
査

方
法
と
し
て
は
宗
務
所
経
由
が
現
地
の
状
況
が
把
握
し
や
す
い
よ
う
に
思
う
）。

４
、
過
疎
地
寺
院
活
性
化
の
為
に

お
寺
が
あ
り
教
師
が
常
住
し
朝
夕
の
勤
行
が
定
時
に
始
ま
り
お
題
目
を
唱
え
る
。
こ
れ
は
檀
信
徒
に
信
仰
の
範
を
示
す
こ
と
で
あ
り
、

ま
た
地
域
社
会
に
お
い
て
信
頼
を
え
未
信
徒
教
化
の
為
の
第
一
歩
で
あ
る
。
し
か
し
、
過
疎
が
深
刻
化
し
檀
信
徒
が
減
少
、
寺
族
の
生
活

苦
に
よ
り
兼
職
を
余
儀
な
く
さ
れ
勤
め
に
出
る
教
師
が
あ
る
。
ま
た
寺
を
離
れ
て
出
稼
ぎ
に
出
る
教
師
も
あ
る
。

こ
れ
ま
で
は
、
寺
門
興
隆
は
教
師
の
個
人
的
な
努
力
（
修
法
・
言
説
・
霊
断
等
）
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
一
部
の
悲
劇
的
な
過

疎
の
状
況
を
見
る
と
教
師
が
常
住
し
布
教
活
動
が
出
来
る
よ
う
宗
門
と
し
て
の
サ
ポ
ー
ト
の
必
要
性
を
感
じ
る
。
以
下
の
提
案
は
、
教
師

の
資
質
・
地
域
等
が
限
定
さ
れ
る
が
検
討
を
望
み
た
い
。

財
団
法
人
を
設
立
し
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
・
施
設
を
運
営
す
る
（

１
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
て
検
討
中
）。

例
え
ば
、
老
人
向
け
の
施
設
で
あ
れ
ば
そ
れ
が
ビ
ハ
ー
ラ
活
動
に
も
繋
が
る
。

子
供
向
け
の
教
室

学
校
週
五
日
制
導
入
に
よ
り
休
日
の
子
供
た
ち
の
過
し
方
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
お
寺
で
そ
の
子
供
た
ち
を
受
け
入
れ
宗
教
教

育
・
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
・
学
力
指
導
が
で
き
な
い
も
の
か
、
学
力
指
導
が
可
能
な
ら
ば
い
く
ら
か
の
収
入
に
も
つ
な
が
る
。
ま
た
檀

信
徒
の
子
供
た
ち
に
菩
提
寺
に
親
し
み
を
持
た
せ
次
世
代
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
す
る
。

日
蓮
宗
過
疎
地
お
寺
ネ
ッ
ト
（
仮
）

上
で
希
望
が
あ
っ
た
寺
院
を
紹
介
。
行
事
・
唱
題
行
・
修
養
道
場
等
各
寺
の
特
徴
を
紹
介
し
活
性
化
の
一
助
に
な
る
よ
う
に
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す
る
。

５
、
最
後
に

現
宗
研
で
は
、
昭
和
五
十
八
年
か
ら
六
年
に
渡
り
実
態
調
査
が
行
わ
れ
、
克
明
な
報
告
書
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
宗
務
総
長
の
私

的
諮
問
機
関
と
し
て
置
か
れ
た
過
疎
地
寺
院
対
策
懇
談
会
に
よ
り
平
成
二
年
よ
り
幾
度
か
報
告
・
提
案
も
な
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
対

策
を
実
施
し
て
い
く
た
め
に
は
、
予
算
を
計
上
し
担
当
の
部
署
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
次
頁
の
過
疎
地
域
分
布
図
で
比
較
し

て
も
過
疎
化
は
確
実
に
広
が
り
を
見
せ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
調
査
研
究
を
生
か
す
為
に
も
早
急
な
対
処
を
要
望
し
ま
す
。
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